
１                     

 
 
 

消
費
者
保
護
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

消
費
者
保
護
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

消
費
者
基
本
法 

 

目
次
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
等
（
第
七
条
―
第
十
五
条
）
」
を
「
基
本
的
施
策

（
第
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）
」
に
、「
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）」
を
「
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条
）
」
に
、
「
消
費
者
保
護

会
議
等
（
第
十
八
条
―
第
二
十
条
）」
を
「
消
費
者
政
策
会
議
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
こ
の
法
律
は
」
の
下
に
「
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
等
の
格
差
に
か
ん

が
み
」
を
、「
関
し
」
の
下
に
「
、
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
を
定
め
」
を
加
え
、
「
果

た
す
べ
き
責
務
並
び
に
消
費
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
」
を
「
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
」

に
、
「
対
策
の
総
合
的
推
進
」
を
「
総
合
的
な
施
策
の
推
進
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
消
費
者
の
保
護
」
を
「
消
費
者
政
策
の
推
進
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。 

第
十
九
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。 



                     

２ 

第
十
八
条
の
前
の
見
出
し
を
「（
消
費
者
政
策
会
議
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
消
費
者
保
護
会
議
」
を
「
消
費
者
政
策

会
議
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
施
策
の
企
画
に
関
し
て
審
議
し
、
及
び
そ
の
施
策
の

実
施
を
推
進
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

消
費
者
基
本
計
画
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
政
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
に
関
し
て
審
議
す
る
と
と
も
に
、

消
費
者
政
策
の
実
施
を
推
進
し
、
並
び
に
そ
の
実
施
の
状
況
を
検
証
し
、
評
価
し
、
及
び
監
視
す
る
こ
と
。 

 

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

会
議
は
、
消
費
者
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
民
生
活
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
十
八
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。 

「
第
四
章 

消
費
者
保
護
会
議
等
」
を
「
第
四
章 

消
費
者
政
策
会
議
等
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
消
費
者
団
体
の
自
主
的
な
活
動
の
促
進
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
消
費
者
が
そ
の
」
を
「
国
民
の
」

に
、
「
の
健
全
か
つ
自
主
的
な
組
織
活
動
」
を
「
、
消
費
者
団
体
の
健
全
か
つ
自
主
的
な
活
動
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第



３                     

二
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
」
を
「
消
費
者
政
策
の
推
進
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
役
割
） 

第
二
十
五
条 

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
関
係
機
関
、
消
費
者
団
体
等
と
連
携
し
、

国
民
の
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
及
び

当
該
苦
情
に
係
る
相
談
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
等
に
関
す
る
商
品
に
つ
い
て
の
試
験
、
検
査
等
及
び
役
務
に
つ
い
て
の
調
査

研
究
等
、
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
等
に
お
け
る
中
核
的
な
機
関
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条
を
削
る
。 

第
十
四
条
中
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
」
を
「
消
費
者
政
策
」
に
、
「
行
な
う
施
設
を
整
備
す
る
」
を
「
行
う
施
設

を
整
備
し
、
役
務
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
等
を
行
う
」
に
改
め
、
「
応
じ
て
試
験
、
検
査
」
の
下
に
「
、
調
査
研
究
」
を
加
え
、

第
二
章
中
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
反
映
」
の
下
に
「
及
び
透
明
性
の
確
保
」
を
加
え
、
同
条
中
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
適
正
な



                     

４ 

施
策
の
策
定
及
び
実
施
」
を
「
適
正
な
消
費
者
政
策
の
推
進
」
に
、
「
消
費
者
の
意
見
を
国
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
」
を
「
消

費
生
活
に
関
す
る
消
費
者
等
の
意
見
を
施
策
に
反
映
し
、
当
該
施
策
の
策
定
の
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進
） 

第
十
九
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
商
品
及
び
役
務
に
関
し
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
が
専
門
的
知
見
に
基
づ
い

て
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
主
と
し
て
高
度
の
専
門
性
又
は
広

域
の
見
地
へ
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
等
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
苦
情
に
柔
軟
か

つ
弾
力
的
に
対
応
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
商
品
及
び
役
務
に
関
し
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
が
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
て
適

切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
（
都
道
府
県
に
あ

つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
商
品
及
び
役
務
に
関
し
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
紛
争
が
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
て
適



５                     

切
か
つ
迅
速
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
へ
の
的
確
な
対
応
） 

第
二
十
条 
国
は
、
消
費
者
の
年
齢
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
取
引
の
確
保
、
消

費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進
等
に
当
た
つ
て
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進

展
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
際
的
な
連
携
の
確
保
） 

第
二
十
一
条 

国
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
国
民
の
消
費
生
活
に
お
け
る
安
全
及

び
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
取
引
の
確
保
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進
等
に
当
た
つ
て
国
際
的
な
連
携
を

確
保
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
環
境
の
保
全
へ
の
配
慮
） 

第
二
十
二
条 

国
は
、
商
品
又
は
役
務
の
品
質
等
に
関
す
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
の
適
正
化
等
、
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動

及
び
教
育
の
推
進
等
に
当
た
つ
て
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
消
費
者
が
自
主
性
を
も
つ
て
健
全
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
商
品
及
び
役
務
」



                     

６ 

を
「
消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
消
費
生
活
」
に
改
め
、
「
、
生
活
設
計
に
関
す
る
知
識
の
普
及
」
を
削
り
、
「
と
も
に
、
」

の
下
に
「
消
費
者
が
生
涯
に
わ
た
つ
て
消
費
生
活
に
つ
い
て
学
習
す
る
機
会
が
あ
ま
ね
く
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、

学
校
、
地
域
、
家
庭
、
職
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通
じ
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
当
該
地
域
の
社
会
的
、
経
済
的
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
講
ず
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
二
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
確
保
」
を
「
促
進
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
商
品
及
び
役
務
の
価
格
等
に
つ
い
て
公
正
か
つ
自
由

な
競
争
を
不
当
に
制
限
す
る
行
為
を
規
制
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、「
あ
た
り
」
を
「
当
た
り
」

に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

国
は
、
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
公
正
か
つ
自
由

な
競
争
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
表
示
」
を
「
広
告
そ
の
他
の
表
示
」
に
改
め
、
同
条
中
「
品
質
そ
の
他
の
内
容
に
関
す
る
表
示
制
度
」



７                     

を
「
品
質
等
に
関
す
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
に
関
す
る
制
度
」
に
、
「
表
示
を
」
を
「
広
告
そ
の
他
の
表
示
を
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
五
条
と
す
る
。 

第
九
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
安
全
の
確
保
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
お
い
て
商
品
及
び
役
務
が
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に

対
し
て
及
ぼ
す
危
害
を
防
止
す
る
」
を
「
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
」
に
、
「
、
必
要
な
危
害
防
止
の
基
準
を
整
備
し
、
そ
の
確

保
を
図
る
」
を
「
の
必
要
な
基
準
の
整
備
及
び
確
保
、
安
全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
品
の
事
業
者
に
よ
る
回
収
の
促
進
、

安
全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
品
及
び
役
務
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
消
費
者
契
約
の
適
正
化
等
） 

第
十
二
条 

国
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
取
引
を
確
保
す
る
た
め
、
消
費
者
と
の
間
の
契
約
の
締
結
に
際
し
て

の
事
業
者
に
よ
る
情
報
提
供
及
び
勧
誘
の
適
正
化
、
公
正
な
契
約
条
項
の
確
保
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

「
第
二
章 

消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
等
」
を
「
第
二
章 
基
本
的
施
策
」
に
改
め
る
。 

第
一
章
中
第
六
条
を
第
十
条
と
す
る
。 



                     

８ 

 
第
五
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
事
業
者
の
責
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
事
業
者
は
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
消
費
者
の

権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
に
か
ん
が
み
」
を
加
え
、「
危
害
の
防
止
、
適
正
な
計
量
及
び
表
示
の

実
施
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
」

を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

消
費
者
の
安
全
及
び
消
費
者
と
の
取
引
に
お
け
る
公
正
を
確
保
す
る
こ
と
。 

二 

消
費
者
に
対
し
必
要
な
情
報
を
明
確
か
つ
平
易
に
提
供
す
る
こ
と
。 

三 

消
費
者
と
の
取
引
に
際
し
て
、
消
費
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
等
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

四 

消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等
に
努
め
、
当
該
苦
情
を

適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。 

五 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
消
費
者
政
策
に
協
力
す
る
こ
と
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
、
常
に
」
を
削
り
、
「
つ
い
て
、
品
質
そ
の
他
の
内
容
の
向
上
及
び
消
費
者
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処

理
に
」
を
「
関
し
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
当
該
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
品
質
等
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
事
業
活



９                     

動
に
関
し
自
ら
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
作
成
す
る
こ
と
等
に
よ
り
消
費
者
の
信
頼
を
確
保
す
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

第
六
条 

事
業
者
団
体
は
、
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
を
尊
重
し
つ
つ
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
の
処
理
の

体
制
の
整
備
、
事
業
者
自
ら
が
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
遵
守
す
べ
き
基
準
の
作
成
の
支
援
そ
の
他
の
消
費
者
の
信
頼
を
確
保

す
る
た
め
の
自
主
的
な
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

消
費
者
は
、
自
ら
進
ん
で
、
そ
の
消
費
生
活
に
関
し
て
、
必
要
な
知
識
を
修
得
し
、
及
び
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る

等
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

消
費
者
は
、
消
費
生
活
に
関
し
、
環
境
の
保
全
及
び
知
的
財
産
権
等
の
適
正
な
保
護
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
八
条 

消
費
者
団
体
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
意
見
の
表
明
、
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び

教
育
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
消
費
者
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の

健
全
か
つ
自
主
的
な
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
消
費
者
基
本
計
画
） 



                     

１０ 

第
九
条 

政
府
は
、
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
消
費
者
政
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「

消
費
者
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

消
費
者
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

長
期
的
に
講
ず
べ
き
消
費
者
政
策
の
大
綱 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
政
策
の
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
基
本
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
消
費
者
基
本
計
画
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
消
費
者
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
地
方
公
共
団
体
は
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理

念
に
の
つ
と
り
」
を
加
え
、
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
」
を
「
消
費
者
政
策
を
推

進
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
」
を
「
前
条
の
消
費
者
の
権
利



１１                    

の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
に
の
つ
と
り
、
消
費
者
政
策
を
推
進
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

す
る
。 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
（
以
下
「
消
費
者
政
策
」
と
い
う
。
）
の
推
進
は
、
国

民
の
消
費
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
需
要
が
満
た
さ
れ
、
そ
の
健
全
な
生
活
環
境
が
確
保
さ
れ
る
中
で
、
消
費
者
の
安
全
が

確
保
さ
れ
、
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
消
費
者
に
対
し
必
要

な
情
報
及
び
教
育
の
機
会
が
提
供
さ
れ
、
消
費
者
の
意
見
が
消
費
者
政
策
に
反
映
さ
れ
、
並
び
に
消
費
者
に
被
害
が
生
じ
た

場
合
に
は
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
が
消
費
者
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
が
自
ら
の

利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２  

消
費
者
の
自
立
の
支
援
に
当
た
つ
て
は
、
消
費
者
の
安
全
の
確
保
等
に
関
し
て
事
業
者
に
よ
る
適
正
な
事
業
活
動
の
確
保

が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
年
齢
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



                     

１２ 

３ 
消
費
者
政
策
の
推
進
は
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

消
費
者
政
策
の
推
進
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
国
際
的
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

消
費
者
政
策
の
推
進
は
、
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

２ 

消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

３ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



１３                    

第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
」
の
下
に
「
、

消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
四
十
条
第
三
項
の
表
消
費
者
保
護
会
議
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

        

消
費
者
政
策
会
議 

消
費
者
基
本
法 



                     

１４ 

理 

由 
近
年
に
お
け
る
消
費
者
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
政
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
の

消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
確
保
す
る
た
め
、消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
を
定
め
、

事
業
者
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、消
費
者
基
本
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
基
本
的
施
策
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
推
進
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


